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東大和市子ども・子育て支援会議 第１回議事録 

会議名 令和３年度 第１回 東大和市子ども・子育て支援会議 

開催日時 令和３年４月１６日（月） １４：００～ 

開催場所 市役所会議棟 第６・第７会議室 

事務局 

吉沢（子育て支援部長）、新海（子育て支援課長） 

関田（保育課長）、岩崎（狭山保育園長）、石川（青少年課長） 

豊田（保育課保育・幼稚園係長）、横山（保育課管理・給付係長）、 

今里（青少年課青少年育成係長）、鮫島（青少年課主査 青少年施策推進担当） 

榎本（子育て支援部副参事 子ども・子育て支援施策推進担当）、樋口（保育課管理・給付係） 

傍聴者  １名 

会議次第 

１．開会 

２．市長挨拶 

３．市長諮問 

４．議事 

（１）報告事項 

（２）その他 

５．閉会 

配付資料 

［事前配付］ 

   学校内学校クラブ（第三クラブ）実施状況 

   令和２年度子ども・子育て憲章活動報告 

   令和２年度市が実施した新型コロナウイルス感染症感染防止対策について 

   子ども家庭支援センターの報告事項について 

   子どもショートステイ事業における施設型ショートステイについて 

   虐待防止マニュアル 

   東大和食堂におけるこども食堂の日について 

   東大和市子ども・高齢者見守りネットワーク～大きな和～について 

   大和南保育園園舎建替計画及び移転予定について 

   ヤングケアラー関連 

   子ども食堂関連 

   子どもの貧困対策関連 

   自殺対策関連 

   子ども条例、子ども庁関連 

   新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置 

   憲法と青少年―未成年者の人権をめぐって― 

   未就学児年齢別人口推移（各年度４月１日現在） 

   コロナ不安による保育需要について 

   内閣・地方創生及び消費者問題分野における政策課題 

［当日配付］ 

   子ども・子育て支援事業計画実施状況報告書 

   子どもショートステイ事業関連 

会議の結果及び主要な発言 

 

事務局 

１．開会 

改めまして、皆様、こんにちは。事務局、榎本でございます。 
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会長 

 

 

 

 

 

事務局 

 

会長 

 

 

 

 

本日は、お忙しいところお集まりいただきまして、誠にありがとうございます。 

定刻となりましたので、ただいまより令和３年度第１回東大和市子ども・子育て支援会議を

開催させていただきます。 

 

２．市長挨拶 

それでは、議題に入る前に、市長から挨拶がございます。 

尾崎市長、よろしくお願いします。 

（市長挨拶） 

 

市長、ありがとうございました。 

 

３．市長諮問 

続きまして、市長から諮問を行いたいと思います。 

佐々木会長、尾崎市長よろしくお願いいたします。 

（諮問） 

尾崎市長、ありがとうございました。 

なお、市長は他の公務がございますので、恐縮でございますが、ここで退席とさせていた

だきます。 

それでは、皆様に今、諮問書の写しをお配りさせていただきたいと思います。 

（諮問書写し配付） 

皆様、配付は終わりましたでしょうか。 

続きまして、子育て支援部長、吉沢より、市の事務局につきまして、４月１日付での人事異

動に伴いまして職員の異動がありましたので、紹介させていただきます。 

吉沢部長、よろしくお願いいたします。 

（部長挨拶） 

部長、ありがとうございました。 

それでは、ここからは、進行を佐々木会長に引継ぎさせていただきたいと思います。 

会長、よろしくお願いします。 

それでは、改めて、皆さん、こんにちは。 

今年度もまた、皆さんのご協力をよろしくお願い申し上げたいと思います。 

では、座らせていただいて、進行いたします。 

先ほど市長からの諮問を頂戴いたしましたけれども、今年度の子ども・子育て支援会議を

進めていきたいと思います。 

まず初めに、傍聴ご希望の方はいらっしゃいますか？ 

いらっしゃいます。 

（傍聴者入室） 

では、傍聴の方をお迎えしたところで、会議次第を進めさせていただきたいと思いますが、

皆さんのご協力をもって、迅速かつ的確に、本日の会議進められるとよろしいかなと思います

ので、よろしくご協力お願いいたします。 

まず諮問のコピーをお手元にお配りいたしましたけれども、これに関してのご意見、ご質問

等々ございますでしょうか。 
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（急用により、委員退席） 

今、諮問書に関してはいかがですか。よろしいですか。 

それでは、諮問書に関しましては、このとおりとさせていただきます。 

 

４．議事 

（１）報告事項 

続きまして、本日の議事の２番目になります報告事項ですが、報告事項に関しまして順番

にいきたいと思いますので、青少年課からご報告お願いいたします。 

皆さん、こんにちは。青少年課青少年育成係長の今里でございます。 

資料１をご覧ください。 

市内の第三学童クラブは、去年まできよはら児童館のほうでしておりました。令和３年４月１

日から学校内学童、市内初の学校内学童として、現在既に稼働しております。 

資料１の１枚目の１になりますが、保護者になる方へ周知をした通知文を添付しておりま

す。所在変更ということで、きよはら児童館内育成室から、移転後は第三小学校の２階の普

通教室２部屋で保育をさせていただくということで、周知をいたしました。 

教室の場所ですが、三小東側の２階になります。理科室の横が非常階段となっております

が、そこの理科室を挟んだ２部屋を利用しております。平米数も、83平米ぐらいから128平米

と増えて、子どもたちもゆったりした空間で過ごせるような形になりました。 

続きまして、もう一枚、カラーの写真をご覧ください。 

畳のようなものがある写真です。こちらが生活の場の育成室、普通の全般的な活動場所に

も使います。食事はこちらのお部屋。下がじゅうたん状になっておりまして、全部敷いておりま

す。ここは、上履きじゃなくて、靴下とかはだしで過ごしていただくようになります。 

続いて、こちらの、皆様が見て左側の写真です。こちらはもう一つのお部屋のほうで、下は

フロアマットがないですが、上履きとかで過ごすような場所なっております。なお、こちらのフロ

アマットがないお部屋ですが、学童保育が運営していない時間帯は、学校の少人数クラスの

授業とかでも活用したり、また、今後、放課後子ども教室の活動が再開になった際には、こち

らのお部屋で、皆合同で行ったりというものになっております。 

簡単ではございますが、以上でございます。 

ありがとうございます。 

では、この第三クラブの実施状況についての報告、ここに関しまして、何か皆さんのほうか

らご意見やご質問ございませんでしょうか。 

この２つの教室、元教室を利用されているということですけれども、これ、じゅうたん等、要

するに、敷物が敷いてある生活等の部分と板敷きの部屋は、一旦廊下に出て部屋を行き来

するのですか。 

そうですね、そのとおりでございます。 

１枚目のほうの白黒のほうの理科室のところで、一応ここ、２部屋ある場所、分かれていると

いうところですが、ちょうどここの真ん中のところで行き来ができる、端っこは子どもとか行動し

て、指導員もなかなか小学生の動きは見切れないという部分がありますので、出入口はこの

内側のほうそれぞれで、行き来をする形になります。 

はい、ありがとうございます。 

ほかにはいかがでしょうか。 
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全体の定員って、何人ぐらいでしょうか。 

青少年課長の石川でございます。 

第三クラブの書類上の定員というのは40名ですが、本年度受け入れている定員は44名と

いう形になっております。現在、その中でも、春休みはスタート当時から37、8名の方々が来て

いるということで、かなり人気が高いという状況で、ちょっと密が心配ですけれども、こういった

形で、従前は第三クラブ、第六クラブって同じきよはら児童館にお部屋がありました。そこに

比べたら、教室が２つ使えますので、そういった面では密が大分解消されているということで、

いずれ第六クラブ、きよはら児童館に１クラブ残っていますけれども、そちらは今度、第三クラ

ブが空いたところをまたうまく活用するという形で、第三クラブと第六クラブ、双方密を解消し

た形のゆったりした形で学童の運営ができるということで期待しております。 

ありがとうございます。 

ほかにはいかがですか。 

用事で最初訪問したときに、校長先生がぜひ見ていってということで、見学させていただき

ました。 

ちょうど１年生が来ている時間帯だったのですが、ビーズのクッションのところ、いいな、ここ

で寝て帰りたいなとかってやっていました。すごく楽しんでやっていました。 

ただ、いわゆる普通の教室とつながっているというところで、子どもたちがこれからどういう

形で使っていくかというのは、ちょっと気になることと、あと、外階段を上がって、外階段から帰

るという、お天気の悪いときって、いわゆる非常階段ですよね、滑ったりしないかなとか、余計

な心配をちょっとしました。 

ただ、子どもたちはすごく楽しそうで、ちょうど１年生が今回20人利用しているというお話を

伺って、１年生27名のうちの20人が利用しているというふうにおっしゃっていましたので、すご

いなっていうふうにちょっと思っていました。 

以上です。 

中はきれいで、とてもいいと思います。 

今、質問の中にありました、利用に際しての出入りが、外側の非常階段ということですけれ

ども、雨のときとか、雪のときとか、そのときはどのように対応するのか。どういうふうに考えてい

ますか。 

こちら、学童の放課後健全育成事業ということで、明確な法律の定めとかはないですけれ

ども、一旦下校していただいて、昇降口を出て、今回この外階段ですけれども、その入り口か

ら入るという形で、ただいまということですね。指導員さんはおかえりという形で答えるのです

が、一応リセットするような形を取らせていただいております。 

一度昇降口を出てというふうな形になりますが、先ほどから委員さん心配されていますよう

に、大雨ですとか、または台風、風の強い日ですとか、大雪ですとか、そういった場合はどう

するかというのが確かにあります。そういったときにつきましては、校長先生の判断で、柔軟に

対応していただければいいのかなというふうに思います。 

ありがとうございます。 

一度通常の下校の形で出た後、気持ちを切り替えるような、心理的な切替えをした上で、

第三クラブをまた使用していただくということになると、それはそれで意味があるのではないか

と思います。 

ほかにはいかがでしょうか。 
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今、小学生の息子がおります。数年前、１年生から３年生ぐらいまでの間、第八小学校の

放課後子ども教室を利用させていただいておりました。そのときに、子どものほうから、放課後

子ども教室、学童保育の子と遊びたいけれども、場所が違って一緒に遊べないという話をよく

耳に入っておりまして、いつか学童保育の子と、あと放課後子ども教室の子が一緒に遊べる

環境ができればいいなと、ずっと願っておりました。このような形で実際につくっていただい

て、子どもたちにとっても、遊びたい友達と放課後遊べるとかできるようになって、本当によか

ったのではないかなと思います。 

この写真、すごくくつろげるのはいいなと思うのですけれども、この中に、放課後子ども教

室の子どもも入ってくつろげると、それもできますか。 

ここに写っているお子さんたちは今、学童に所属している方々で、今、放課後子ども教室

のほうは、昨年度から新型コロナの影響ありまして、スタッフの方は皆さんボランティアの高齢

の方々が中心なので、今は実施を見送っているところでございます。 

今後、コーディネーターさん等を交えて、また再開に向けて、ワクチンの状況もありますか

ら、なかなかすぐにじゃあというふうにいかないと思いますが、徐々に回数を増やす、ちょっと

ずつ再開をしていきたいなというふうに思っております。 

その中でも、この三小の第三クラブ、このお隣の部屋は放課後子ども教室で放課後使うと

いうふうに考えておりまして、放課後子ども教室のお子さんと、今ここにいる学童利用のお子

さんと、一緒に同じプログラムを体験してもらうような、今、委員さんおっしゃったように、当市

でも初めての試みという形になります。それを、何とかうまく組み合わせ、ほかの学校にも同じ

ような形で、アレンジしながら、学校の特色に合わせた形で応用して展開していけたらなと、

今現在考えているようなところでございますので、今後もよろしくお願いいたします。 

ありがとうございました。 

早くコロナが沈静化してそういうときが来ると、１つのテストケースになりますから、よろしくお

願いしたいと思います。 

ほかにはいかがですか。よろしいですか。 

続きまして、２番目の報告事項で、子ども・子育て憲章の啓発活動報告について。 

これは、保育課さんでよろしいですか。 

保育課、樋口です。 

資料の２をご覧ください。 

令和２年度における子ども・子育て憲章活動報告につきましては、詳細は資料２をご覧い

ただければと思います。 

令和２年度に作成しましたクリアファイル・パンフレットは、以前にもお配りしたことあるかと

思うのですが、グッズにつきましては、今この場に置けるものではありますが、３か所に置かせ

ていただいております。会議終了後に、お近くに寄っていただいて、ご覧いただければと思

います。 

本年度につきましても、子ども・子育て憲章が子どもたちや子どもたちのお父さん、お母さ

んに浸透していくように、より一層の啓発に努めてまいります。 

以上になります。 

ありがとうございました。 

この件、２点目の報告事項に関して、ご質問とかご意見ございますか。 

よろしいですか。 
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先ほども、ちょっと始まる前に市長ともお話ししていましたが、せっかく作ったのだから、作

っただけではなくて、いかにして市民に普及していくかということで、その後の活動が大事だと

いうことだと思います。皆さんもそれぞれの立場で、その点に関してご協力願えればと思いま

す。 

じゃ、この件に関してよろしいでしょうか。 

去年、小学校３年生の娘が持ち帰ってきたのですが、ただ配られただけで、何も先生から

説明がなかったと言っていて、私は知っているので、５年生、中２の子どもたちが考えた、子ど

も側の約束もあるんだよという話をしたのですが、ただ配るのではなくて、子どもたちも一緒に

考えたということが伝わるといいなと思いました。 

その件に関して、何か。 

榎本でございます。 

こちら、全員にというのはちょっと予定していないのですが、今度、子ども解説書というよう

なものを作ろうと思っています。どんな形になるかというのは、今はまだ具体化していないので

すが、それは、裏面のほうの２の②にもございますけれども、１万7,000部ぐらい作ろうと思って

いますので、そのときに、お子さん対象にお配りしたときに、そういう経過等も説明していけた

らいいかななんて思っています。 

以上でございます。 

ありがとうございました。 

ほかにはいかがでしょうか。 

よろしければ、３番目の報告にまいりますが、令和２年度市の新型コロナウイルス、COVID

－19の感染拡大防止対策についてということです。 

こちらも保育課でよろしいですか。 

資料３をご覧ください。 

令和２年度市で実施いたしました新型コロナウイルス感染症の主な対策について、今回こ

の会議を機にまとめさせていただきました。こちら、今後のご参考にしていただければと思い

ますので、よろしくお願いいたします。 

すみません、以上になります。 

子育て支援課、新海でございます。 

今の資料３の中に、様々な対策が載っていますが、裏面に、一番上に子育て世帯への臨

時特別給付金、あと、同じページの下の２つで、新生児臨時特別給付金、こちら、新型コロナ

ウイルスの影響を受けやすい子育て世帯、あと特別給付金の対象とならなかった方へ、新た

に新生児の方に給付金で、こちらのほうは、市独自の事業として令和２年度に実施させてい

ただいております。今年度も、同様に市の独自事業としまして、ひとり親家庭に、これも児童

育成手当を支給されている方が対象ですけれども、今後食料品の提供などの事業も行って

いく予定でございます。 

以上でございます。 

ありがとうございます。 

いかがでしょう、ほかには何かご意見ございますでしょうか。 

特段ございませんようでしたら、４番目の報告に進みますけれども、大和南保育園の園舎

建替計画及び移転予定について。 

保育課、横山です。 
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資料５ですね、大和南保育園園舎建替計画及び移転予定についてをご覧いただければ

と思います。 

こちらにつきましては、令和２年11月２日に市民の皆様にはご公表させていただいておりま

して、また、当初予算にもこの移転の関係の予算を計上しております。報告遅れまして申し訳

ございませんでした。 

１番、２番と２つありまして、１つ目が移転予定時期ですが、令和５年２月の移転を予定して

おり、今、建設等の準備をしているところになります。 

移転先については、東大和市奈良橋六丁目、市役所の北側のアイエスクリニックさんに隣

接した場所に移転する予定になっております。 

定員等の詳細につきましては、現在運営法人の社会福祉法人大龍会と調整をしていると

ころですが、恐らく今の調整だと、大体１歳が微増ぐらいの、少し定員増えるかなくらいで調

整するようになるかと思っております。また詳細等、この場で改めてご報告させていただきた

いと思っておりますので、よろしくお願いします。 

私からは以上になります。 

ありがとうございました。 

では、この大和南保育園の件について、何か皆さんのほうからご質問とかご意見ございま

すか。 

一応、議事の（１）の報告事項の４番目までは、次第の４番目までは一応終了しましたが、

次第上では、以下書面による報告となっていますけれども、子ども家庭支援センターのほうか

ら、こちらに移らせていただいていいですか。 

書面ということですが、何かありますか。 

いえ、特にご覧になっていただいて、ただ、おかげさまで、先ほどれんげ学園さんからもお

配りいただきました、子どもショートステイの関係で新たに、今までいわゆる一般のご家庭で

のショートステイのみ、当市ではやっておりましたけれども、れんげ学園さんが新しい建物に

なったということで、施設型のショートステイもできるようになりました。この４月から、子どもショ

ートステイということで始めさせていただくことになりましたので、ご報告させていただきます。 

以上です。 

はい、ありがとうございます。 

委員のほうから、何か補足説明のようなものはございますか。 

これから、子家センさんと協力しながら、市の方の一助になればという感じです。よろしくお

願いいたします。 

ということで、皆さんのほうからよろしいですか。 

子ども・子育て支援会議の中でも、この件に関しては計画の中である程度指摘されたもの

で、ようやく児童養護施設れんげ学園の改築も全部終了しましたので、その中に地域支援の

ためのスペースも用意したということで、ようやっと受け入れる側のれんげ学園の整備が整い

ました。 

ちなみに、前から言っていますが、東京23区と26市町村、今まで東大和市以外は全部、こ

の施設型でショートステイ実施していたのですが、ようやく、れんげ学園の改築の時期だった

ので、れんげ学園側もそういった形での地域支援の活動を強化していきたいところと、お互い

の方向性が一致したものですから、完成を機に、この令和３年度から実施できるという状況に

なりました。 
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会長 

ちなみに、多いところの区市町村というのは随分と実績ありますが、多摩地区はまだそこま

では数はないですけれども、逆に言うと、市民に対する１つのＰＲというか、普及のさせ方次第

かなというのも、ほかの区市の様子を見ていると、着実に、少しずつ少しずつ市民の支援の

輪を広げていけたら幸いかなと思っています。よろしくお願いいたします。 

じゃ、虐待防止マニュアルも配付だけで、書面でよろしいですね。 

あとは、子ども食堂もご覧いただければ分かりますか。 

そうですね。こちら、民間の事業者さん、株式会社さんが行っている民間の食堂さんが、会

社の地域貢献というような形で行っているというものでございます。 

そこが、無料の子ども食堂を社会貢献のために。 

地域貢献、社会貢献ということでやってくださっています。社会福祉協議会も一緒に話し

合いながら、こういう形で実現しているということです。 

はい、分かりました。 

大きな和、見守りネットワーク、こちらもご覧いただければよろしいですよね。 

はい。大塚製薬さんが、新たに協定締結して事業者さんに入っていただいて、70か所に出

したということでございます。 

４ページ、５ページに協力機関の中に入っていますね。 

では、この件もよろしいですか。 

会長、すみません、１つ補足をお願いします。 

赤ちゃんが生まれたときの新生児のバスタオルをお配りしましたよね、シルバーさんを通じ

て。あれって、もうやめたのですかって、どなたかに質問を受けました。あれはどうなっていら

っしゃる。 

今、保健センターでやっています。以前はシルバー人材センターの女性の会員さんたち

でやっていただいたのですけれども、今は、直接保健センターのほうからそれを配っているよ

うな状況でございます。 

希望者のお母様方にお配りしているのでしたよね。 

そうですね。新生児の方に、保健センターで母子健康手帳を発行するときに、お知らせし

て。 

希望があればといったところですね。 

はい、そうです。 

シルバーさんを介さないというのは。 

シルバーは、そこにはもう今は関与していない。 

直接保健センターがやって、中止はしていないということですよね。 

そうですね、はい。 

継続しているという形。 

継続しています、はい。 

分かりました、ありがとうございます。 

ほかには、よろしいですか、報告事項。 

大丈夫ですか。 

議事の（１）の報告事項は終了します。 

 

（２）その他 
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その他は次回の会議日程ということです。 

これも、事務局のほうですか。 

次回の会議日程について、お知らせいたします。 

第２回子ども・子育て支援会議は、７月15日木曜日午後２時から、中央公民館視聴覚室で

行う予定となっております。 

また、次第の裏面をご覧いただければと思うのですが、裏面の配付資料一覧のさらに19の

下になりますが、令和３年度子ども・子育て支援会議実施予定スケジュールとなっておりま

す。今年度の年間の予定を次第裏面のほうに記載しておりますので、ご覧いただければと思

います。なお、第３回以降の開催日につきましては、第２回、第３回会議において、正式にお

知らせいたします。よろしくお願いいたします。 

以上になります。 

ありがとうございました。 

ということは、第２回だけは７月15日で、会場は中央公民館の視聴覚室で、時間も２時で確

定ということですね。 

はい。 

第３回、第４回は、１つのめどとして、こちらにある11月４日と１月27日。でも、やるとしたら、

ちなみに時間は２時からですね。 

そうです。 

はい、分かりました。 

この件に関しては、ご質問とかご意見ございますでしょうか。 

よろしいですか。 

 

５．閉会 

では、以上で第１回目の子ども・子育て支援会議を終了させていただきたいと思います。 

次回の７月15日、第２回までには、もう少し世の中の状況がよくなっているとよろしいかなと

いう期待をしておりますけれども、そのためにも、市民一人一人がまた行動に対する自覚

等々が必要なのかなと思いますので、それまで皆さん自身もご自愛くださいますように、よろ

しくお願いいたします。 

今日はどうもありがとうございました。 

 


